
No 質問の宛先 質問 回答 質問受付日

1 大阪府 提出書類（３）の添付書類は、大阪市、兵庫県にも提出する必要があるか。
申請書類については、添付書類も含め、７月20日（木曜日）必着で、各自治体

の担当部署あてにそれぞれ提出していただく必要がございます。
7月3日

2 大阪府
審査会は、８月８日に合同開催ということだが、プレゼンテーションも合同か。また、リ

アル開催か。

プレゼンテーションについては、できる限り３府県市合同で同一会場で実施する方向

性ですが、全体の申請件数の状況により複数回実施していただく可能性もあります

ので、あらかじめご了承ください。

なお、オンラインではなく、リアルでの開催を予定しています。

7月3日

3 大阪府

事業計画書（第１－２号）はの代表者名を記載する欄は、法人代表ではなく、

権限がおりている担当部署の長でもよいか。過去の例を踏まえて可能な範囲で教え

てほしい。

法人において、申請の権限がある方であれば可能です。

なお、補助事業実施期間に、人事異動等により代表者に変更があった場合は速や

かにご連絡ください。

7月3日

4 兵庫県
申請書類に不備がない場合、申請企業は必ずプレゼンテーションを実施できますか。

（申請企業数が多い等、書類選考が実施される可能性の有無について）

書類選考は実施せず、申請事業者の皆様にプレゼンテーションを行なっていただきま

す。
7月3日

5 兵庫県
プレゼンテーションに関する詳細情報は、いつ頃HPに掲載予定ですか。

(与えられるプレゼンテーション時間等)

プレゼンテーションの詳細については、公募〆切後に申請事業者あて各自治体よりご

連絡いたします。
7月3日



6 兵庫県

公募要領 4(1) 補助事業の申請者について

共同事業者については補助事業に対する一部経費負担する事業者となっておりま

すが、共同事業者の経費負担について、一旦、全事業費を代表事業者で立替えの

うえ、共同事業者に負担経費を請求する形を想定しておりますが、そのようなスキー

ムで問題ないでしょうか？

代表事業者が全額立替えのうえ事業を遂行されることについては、問題ございませ

ん。

共同事業者との精算については、申請書に記載した経費負担に基づき、各社間で

の協議のもと、適切に行ってください。（各自治体は代表事業者への補助金支払い

後、共同事業者との精算については関与しませんのでご留意ください。）

なお、各府県市における補助金は額の確定後、代表事業者に対して、各自治体よ

り確定額の全額を支払います（共同事業者それぞれに対して個別には支払いませ

ん）。

7月5日

7 兵庫県

公募要領 6(1) 提出書類について

申請にあたっての提出書類について、(ウ)、(エ)については、共同事業者についても

必要との理解で良いでしょうか？また、様式第1号の２ 誓約書についても共同事業

者分は必要になりますでしょうか？

共同事業者については、(1)のウの(ア)～(エ)の書類及び様式第1号の２ 誓約書

をご提出ください。

なお、大阪府補助金及び大阪市補助金も申請される場合は、同様に共同事業者

についても、各自治体に対して下記添付書類が必要となりますので、ご留意くださ

い。

・　登記簿謄本又は現在事項全部証明書（３か月以内のもの）※原本

・　直近年度の決算関係書類（貸借対照表、損益計算書）※コピー可

・ 「４（２）応募要件・資格」ア及びイに係る納税証明書（次の２通）※原本

　(a)府・市税事務所発行の「府・市税及びその附帯徴収金について未納の徴収金

の額のないこと」の証明書

　(b)税務署発行の納税証明書（その３の３）未納の税額がないことの証明書

・　事業や法人の紹介パンフレット等※コピー可

・　要件確認申立書（交付要綱様式第１－３号）※コピー可

・　暴力団等審査情報（交付要綱様式第１－４号）※コピー可

7月5日



8 大阪市

〔提出書類〕　公募要領・7ページ目

ウ　「４（２）応募要件・資格」ア及びイに係る納税証明書（次の２通）

　(a)市税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額の

ないこと」の証明書

　(b)税務署発行の納税証明書（その３の３）未納の税額がないことの証明書

以下リンク(Q16)によりますと、大阪市では、未納が無い旨の証明書は発行されない

ようです。

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000071330.html#Q16

つきましては、代わりとなる書類を教えて頂けますと幸甚です。

（例えばですが、府税事務所発行の同様の証明書を提出させて頂くことは可能で

しょうか。）

大阪市では、未納がない旨の証明書に代わるものとして、税目ごとの納税証明書の

発行を行っております。恐れいりますが、下記の納税証明書を取得いただき、提出く

ださいますようお願いいたします。

（取得いただく納税証明書）

・直近１か年分で大阪市内に本支店を有する法人の市町村民税（大阪市の場

合は法人市民税）の納税証明書 【申請時点で発行から３か月以内のもの；原

本が必要】

7月5日

9 大阪府

提出書類（3）ウ（b）「税務署発行の納税証明書（その３の３）未納の税額

がないことの証明書」

につき、こちらは電子納税証明書を印刷したコピー（not 紙の原本）で問題無いで

しょうか？

昨年、大阪府向けには電子納税証明書のコピーで問題無い旨を確認させて頂きま

したが、兵庫県、大阪市向けにも同様に確認させて頂ければ幸いです。

電子納税証明書を紙に印刷したもので問題ありません。

兵庫県、大阪市も同様です。
7月6日

10 大阪府
提出書類には昨年同様に代表者の押印・捺印等は不要との理解ですが、正しいで

しょうか？
申請書類への押印は不要です。 7月6日

11 兵庫県
県税の納税記録が無い場合、提出書類ウ（ウ）（a）県税の証明書「納税証明

書（３）」は提出不要との理解で宜しかったでしょうか？

県税の納税記録がない場合には、申立書(任意書式。記載事項は以下のとおり。)

を作成の上、他の提出書類とともに県にご提出ください。なお、大阪府、大阪市共に

同様の手続となります。

【申立書記載事項】

① 申請先の自治体に対して、納税義務を負っていない旨

② ①により、提出が出来ない書類の名称

7月6日



12 兵庫県 尼崎フェニックス事業用地について、実証のフィールドとして活用は可能か？

空飛ぶクルマに関連するデモフライトや実証実験フィールドとして、基本的に使用は可

能です。

使用に際しては、使用する場所や面積、期間や予定している万博会場外駐車場工

事等など、調整や協議が必要なため、まずは県の所管課（港湾課:078－362-

3536）にお問合せください。

7月6日

13 兵庫県
公募要領 6(1) 提出書類について、現在事項全部証明書、納税証明書につきま

しては原紙が必要でしょうか？

提出書類ウの証明書関係の書類もデータでの提出で結構です。原本は必要ござい

ません。

なお、大阪府、大阪市は原本の提出が必要ですので、ご留意ください。

7月7日

14 兵庫県
2022年度の成果報告書を共有いただくことは可能か(事前調査レポートの内容を

含む)

県は、2022年度に「空飛ぶクルマ実装促進事業」を実施していないため成果報告

書はありませんが、大阪府の2022年度補助事業の成果については、「空の移動革

命社会実装大阪ラウンドテーブル」の第９回協議において成果報告を行っています

のでご参照ください。

報告資料大阪府HP

https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/evtol/evtol009.html

7月7日

15 兵庫県

募集要綱では人件費は対象外と記載ありますが、以下の項目で費用計上する場

合は対象になりますでしょうか

例：システム開発費に係る工数→システム開発費

報告書作成にかかる工数→調査費

上記人件費が対象となり、費用計算する場合、単金は健保等級が適用されるの

か、各社の個別レートか"

補助事業者が左記業務を直営で実施される際の人件費は、補助対象外となりま

す。

システム開発及び報告書作成業務を他社へ外注する場合は、委託料として補助対

象経費となります。

7月7日

16 大阪市

共同事業者について、大阪市内に本支店が無い場合は、納税証明書の取得はご

不要としても宜しいでしょうか。

(不要となる場合、代替で必要な書類等ございましたら、ご教示頂けますと幸甚で

す。)

NO.11の回答をご参照ください。 7月7日

17 大阪市 昨年度は大阪府宛て宅急便にて手配させて頂いており、同様の手配で宜しいか、ご

確認頂けますと幸甚です。

提出書類の送付方法について

送付方法について指定はありませんが、特定記録郵便や宅配便など、できる限り提

出書類の到着をご確認いただける方法での発送を推奨します。

また、発送の際は必ず電話で発送した旨のご連絡をお願いします。

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時30分まで。）

7月7日



18 大阪市

・直近１か年分の法人市民税の納税証明書について

現在弊社では令和４年度（2022年4月1日～2023　年3月31日）の申告・納

税前につき、現状は令和4年度分の納税証明書を発行出来ないことを市税事務所

へ確認させて頂きました。

つきましては令和３年度分にて証明書発行頂くべく、申請すすめさせていただきま

す。

(令和4年度分の証明書は8月上旬頃発行可能となる予定です。令和4年度分の

証明書が必要な場合は追加で提出させて頂くことで宜しいでしょうか。)

申告時期に関わらず、直近１か年分の法人市民税の納税証明書を提出いただくこ

とで問題ありません。
7月7日

19 兵庫県

事業計画書の経費区分の金額について、大阪府、大阪市、兵庫県へ申請行なう

場合、経費金額、補助事業申請金額はどのように記載するのか？

例えば、1,500万円の案件の際にはどうなるか？

経費金額については、補助事業の総額を記入頂き、補助事業申請金額欄について

は、申請する自治体の補助事業申請金額をご記載ください。

なお、備考欄へは、併せて申請される自治体の補助申請額を記載ください。

例）1,500万円の場合

　【兵庫県への申請書について】

　　　・補助事業に要する経費欄：1,500万円　・補助事業申請金額欄：375万

円

　　　・備考欄：大阪府(375万円)、大阪市(187.5万円)

7月7日

20 大阪府

6番の「共同事業者との精算については、申請書に記載した経費負担に基づき、各

社間での協議のもと、適切に行ってください。」とのご回答をふまえ申請事業者と共同

事業者間での精算方式や契約形態（例：委託契約方式を取る等）については、

申請事業者と共同事業者間の取り決めに一任されており大阪府、大阪市、兵庫県

からの特段のご指定は無いと理解して宜しいでしょうか。

各自治体からの補助金支払い後、申請事業者と共同事業者との精算については、

精算方式や契約形態も含め各自治体は関与いたしません。
7月7日

21 大阪府

交付申請書内の「３.経費配分案」の項目内で、

「補助事業申請額」、「補助金以外の経費負担」の記入欄がございますが、

複数自治体の補助金に応募する場合、提出先の自治体分に関する申請額、自社

の経費負担額を記載すればよろしいでしょうか。

例：事業総額400万円、大阪府への申請額200万円、大阪市への申請額100

万円、民間負担100万円の場合、

　大阪府への交付申請書には補助事業申請額：200万円、補助金以外の経費

負担：200万円の記載でよろしいでしょうか。

補助事業申請金額欄については、申請する自治体の補助事業申請金額をご記載

ください。

なお、備考欄へは、併せて申請される自治体の補助申請額を記載ください。

補助金以外の経費負担額については、補助事業総額より各自治体の補助申請額

の合計を除く金額（事業者負担分）をご記載ください。

例）補助事業総額　400万円の場合

　【大阪府への申請書について】

　　　・補助事業に要する経費欄：400万円　・補助事業申請金額欄：200万円

　　　・備考欄：大阪市(100万円)

　　　・補助金以外の経費負担:100万円

7月12日

22 大阪府
実証事業を実施するにあたり、必要なデータ等の情報取得費用は補助の対象とな

るか。

一般的に、補助事業実施にあたり直接必要と認めらる経費については、対象となり

得ます。（補助対象外経費を除く）

ただし、審査において必要と認められた経費に限ります。

7月12日


